
興隆学林紀要 第 5号

八
幡
神
を
め
ぐ
る

一
考
察

―

日

蓮

聖

人

の

勧

請

の

背

景

―

井

原

木

憲

一
、
は
じ
め
に

日
蓮
聖
人
が
天
照

・
八
幡
を
曼
荼
羅
中
に
勧
請
さ
れ
た
の
は
、
文
永
十

一
年

（
一
二
七
四
）
六
月
、
身
延
に
お
い
て
が
初
見
で
あ
り
、

以
後
御
本
尊
集
で
は
、
ほ
と
ん
ど
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
。
国
家
守
護
の
善
神
に
つ
い
て
は
、
『立
正
安
国
論
』
〈文
応
元
年
貧

一
一六
〇
》

に

「大
集
経
」
を
ひ
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
浄
土
教
流
布
と
善
神
捨
国
と
の
関
連
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。

文
永
五
年

（
一
二
六
八
）、
蒙
古
よ
り
牒
状
が
寄
せ
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
守
護
の
善
神
と
し
て
、
天
照

・
八
幡
の
名
が
初
め
て
、
『
安

国
論
御
勘
由
来

』
に
述
べ
ら
れ
た
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
天
照
太
神
は
さ
て
お
き
、
八
幡
神
が
日
蓮
聖
人
の
御
本
尊
曼
荼
羅
中
や
御
遺
文
に
勧
請
あ

る
い
は
記
述
さ
れ
る
に
至
る
理
由
を
、
八
幡
神
の
性
格
や
、
当
時
に
流
布
し
た
八
幡
信
仰
の
形
態
を
手
懸
り
と
し
て
、
記
述
し
た
い
。
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二
、
八
幡
神
の
起
源

日
本
国
中
に
存
在
す
る
神
社
は
『
宗
教
年
鑑
』

に
よ
る
と
約
八
万
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
宇
佐
八
幡
宮
の
分
祀
が
約
二
万
四
千
と
い
わ

れ
て
い
る
。

「
八
幡
」
の
文
献
上
で
の
初
見
は
、
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
九
年
（七
三
七
）
四
月
朔
日
の
条

遺
二使
於
神
伊
勢
神
宮
、
大
神
社
、
筑
紫
住
吉
八
幡
三
社
、
及
香
椎
宮
一、
奉
レ弊
以
告
二新
羅
元
礼
之
状

で
、
当
時
の
呼
称
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
に

「矢
羽
田
神
」
と
あ
っ
た
り
、
『源
氏
物
語
』
に
も

「
や
は
た
の
宮
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

「
ヤ

ハ
タ
」
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
平
安
時
代
中
期
以
後
に
は
、
「
ハ
チ
マ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
『
伊
呂
波
字
類
抄

』

に
見
ら
れ
る
。

名
称
の
起
源
に
は
諸
説
が
あ
り
、
『
倭
名
類
衆
抄

』

に
よ
る
と
、
豊
前
国
筑
城
郡
綾
幡
の
地
名
が
あ
り
、
発
生
地
と
の
関
係
が
考
え
ら

れ
、
ま
た
、
仏
教
と
の
関
連
か
ら
『
法
華
経

』
の
八
王
子
を
八
幡
神
と
す
る
説
が

『
八
幡
宇
佐
宮
託
宣
集

』
の

「
母
堂
之
君
産
八
王
子
給
、

故
日
八
幡
」
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。

『
拾
遺
往
生
伝
』
上
の
僧
開
成
の
項
に
、

得
道
来
不
動
法
性
、
自

八
正
道

垂

権
述

、
皆
得
レ解
¨
脱
苦
衆
生

、
故
号

八
幡
大
菩
薩

と
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
仏
教
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
ヤ
ハ
タ
」
を
朝
鮮
渡
来
人
と
の
関
係
で
と
ら
え
、
帰
化
族
で
あ
る
秦

氏
と
結
ぶ
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

八
幡
神
の
発
生
の
地
は
宇
佐
で
あ
ろ
う
こ
と
は
異
説
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
祭
神
が
何
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
性
格

の
あ
る
神
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
に
考
察
で
き
る
。

宇
佐
八
幡
の
祭
神
は
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
（七
四
九
Ｙ
一月
に
は

「
八
幡
神
」
と

「比
売
神
」
の
二
神
の
記
述
が
あ
り
、
宮
地
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直

一
に
よ
る
と
、
宇
佐
の
地
は
『
古
事
記
』
中
巻
の
、
神
武
東
征
に
際
し
て
、
宇
佐
に
立
ち
寄

っ
た
時
の
記
事
中
に

「
宇
沙
都
比
古
、

宇
沙
都
比
売
」
が
迎
え
た
話
や
、
『
日
本
書
紀

』
に
記
さ
れ
る

「
国
造
、
克
狭
津
彦
、
克
狭
都
媛
」
の
話
な
ど
か
ら
、
神
武
天
皇
の
頃
に

宇
佐
の
国
造
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
が
宇
沙
都
比
古
で
あ
り
、
以
後
子
孫
が
、
世
襲
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
宇
佐
八
幡
の
祭
神
は
、
蒐
狭

津
彦
、
蒐
狭
都
媛
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
た
。

比
売
神
に
つ
い
て
も
、
柳
田
國
男
は

「
玉
依
姫
考
」
に

「比
売
神
」
は

「
玉
依
姫
」
で
あ
り
、
「
八
幡
三
所
の
中
の
比
売
神
は
女
性
の

中
の
最
も
尊
い
方
で
、
天

つ
神
の
霊
を
受
け
て
神
の
御
子
を
生
み
た
ま
ひ
、
御
御
子
を
伴
な
い
て
比
国
に
臨
み
降
ら
れ
、
共
に
神
と
し
て

祭
ら
れ
た
ま
ふ
御
方
で
あ
る
。
即
ち
巫
女
の
開
祖
で
あ
る
」
と
し
、
タ
マ
を
神
霊
、
ヨ
ル
を
憑
く
の
意
味
に
お
い
て
考
察
し
、
比
売
神
の

子
が
八
幡
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
柳
田
國
男
の
こ
の
稿
に
も
あ
る
よ
う
に
、
八
幡
の
応
神
天
皇
説
と
、
八
幡
三
所
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
後
に
祀
ら
れ
た

「大
帯
姫
廟
神
社
」
の
祭
神
が
応
神
天
皇
の
母
后
で
あ
る
神
功
皇
后
と
さ
れ
る
説
が
主
張
さ
れ
、
応
神
八
幡
の
説
が
強
力
な
も
の
と
な

っ

て
い
く
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
れ
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
来
、
八
幡
比
売
神
は
、
宇
佐
の
地
主
神
で
あ
り
、
地
方
神

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
平
安
時
代
の
初
期
に
は
、
応
神
説
が
語
ら
れ
て
い
る
。

『
延
喜
式

』
神
名
帳
に
は
、
豊
前
国
の
条
に

宇
佐
郡
三
座
。
八
幡
大
菩
薩
宇
佐
宮
、
比
賣
神
社
、
大
帯
姫
廟
神
社

と
あ
り
、
こ
の
大
帯
姫
が
神
功
皇
后
と
さ
れ
、
こ
れ
が
共
に
祀
ら
れ
る
の
は
、
『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集

』
国
巻
四
、
コ
一所
宝
殿
以
下
事
」

中
に
、
嵯
峨
天
皇
弘
仁
年
中
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
応
神
説
が
成
立
し
、
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
地
方
の
神
で
あ

っ
た
八
幡
が
な
に
故
に
中
央
と
の
関
係
が
で
き
、
応
神
天
皇
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
奈
良
朝
期

に
お
け
る
豪
族
の
中
央
と
地
方
の
結
び
つ
き
か
ら
考
え
ら
れ
る
。

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
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『
延
喜
式

』
神
名
帳
に
は
、
豊
前
国
に
は
、
前
の
三
社
以
外
に
、
「辛
国
息
長
大
姫
大
目
命
神
社
、
忍
骨
命
神
社
、
豊
比
畔
命
神
社
」

が
田
川
郡
に
あ
る
。

岡
田
米
夫
は
『
神
社

』
の
中
に
、
「
こ
れ
は
の
ち
の
香
春
神
社
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
香
春
神
社
は
香
春
三
峰
の
う
ち
、
南
の

一
の
岳

に
和
銅
二
年
に
営
ま
れ
た
新
宮
で
、
北
の
三
の
岳
の
東
麓
で
あ
る
旧
採
銅
所
村
の
古
宮
八
幡
宮
が
本
宮
と
さ
れ
、
こ
こ
に
は
豊
比
畔
命
が

祭
ら
れ
、
三
代
実
録
に
は
、
辛
国
息
長
比
畔
神
と
記
し
て
い
る
。」
と
し
、
こ
れ
か
ら
、
辛
国
を
韓
国
と
考
え
、
ま
た
、
香
春
社
の
祠
官

赤
染
氏
が
新
羅
系
帰
化
人
で
あ
る
こ
と
で
こ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
香
春
三
座
が
帰
化
人
系
の
氏
神
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

と
宇
佐
八
幡
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
採
銅
所
村
は
、
古
来
宇
佐
の
神
体
と
さ
れ
る
銅
鏡
の
鋳
造
を
行
っ
た
と
さ
れ
、
八
幡
の
本
拠
地
は
、

こ
の
香
春
社
で
あ
っ
た
と
の
説
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
宇
佐
宮
の
祠
官
で
あ
っ
た
辛
嶋
氏
も
、
新
羅
帰
化
系
の
氏
族
で
、
豊
前
の
屯
倉
の
民
で
あ
る
秦
部
を
率
い
て
、
大
和
朝
廷
の
本

拠
に
近
く
仕
え
た
秦
氏
と
結
び

つ
い
て
い
た
。

宇
佐
の
地
の
宇
佐
氏
は
、
岡
田
米
夫
に
よ
る
と
、
こ
の
地
の
海
部
の
族
長
で
、
先
の
銅
鏡
が
移
座
に
際
し
て
は
、
海
部
の
民
が
迎
え
た

と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
宇
佐
氏
は
地
方
豪
族
で
あ
っ
た
が
、
大
陸
文
化
を
持

つ
豪
族
と
し
て
、
辛
島
氏
共
々
に
中
央
と
の
結
び
つ

き
を
深
め
た
と
思
わ
れ
る
。

八
幡
神
の
史
料
に
お
け
る
初
見
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
（七
三
七
）
四
月
の
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
羅
の

無
礼
の
状
を
報
告
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
と
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
神
功
皇
后
の

朝
鮮
出
兵
伝
説
と
そ
の
太
子
、
応
神
で
あ
る
。

八
幡
神
の
示
現
に
つ
い
て
は
、
承
和
十

一
年
（八
四
四
）
の
『
宇
佐
八
幡
宮
弥
勒
寺
建
立
縁
起

』
（以
後
、
『
承
和
縁
起

』
）
に

右
大
御
神
者
、
是
品
太
天
皇
御
霊
也
、
磯
城
島
金
刺
宮
御
宇
、
天
国
排
開
広
庭
天
皇
御
世
、
於
二豊
前
国
宇
佐
郡
馬
城
嶺
　
始
顕
坐
也
、
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余
時
大
神
比
義
歳
次
戊
子
、
建
二鷹
居
社
一而
奉
レ祝
之
、
則
供
其
祝
孫
多
乎
、
更
改
移
二建
菱
形
少
椋
山
社
一実

と
あ
り
、
応
神
天
皇
の
霊
が
八
幡
神
で
欽
明
天
皇
代
に
示
現
し
、
欽
明
二
十
九
年
に
鷹
居
社
に
祀
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
同
書

日
神
主
大
神
清
麻
呂
の
解
状
に
よ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
弘
仁
六
年
に
は
、
応
神
八
幡
説
が

に
弘
仁
六
年
（八

一
五
）十
二
月
十

語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
「
扶
桑
略
記
』
に
は
、
欽
明
天
皇
二
十

一
年
の
条
に
、

八
幡
菩
薩
初
顕
二豊
前
国
宇
佐
郡
馬
城
峯
一其
後
移
二於
菱
形
焚
倉
山
入
「宇
佐
宮
是
也

肥
趾
却

一級
）

と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
献
に
お
い
て
、
八
幡
神
は
応
神
天
皇
の
神
霊
と
の
説
で
ヽ
こ
れ
ら
の
文
献
の
成
立
し
た
平
安
時
代
前
期
に
は

一
般
化
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
八
幡
神
が
、
山
上
に
顕
わ
れ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
点
は
、
山
上
に
神
の
顕
わ
れ
る
形
を
も
つ
も
の
は
、

「大
和

の
三
輪
山
」
で
あ
り
、
ま
た

「山
の
神
」
の
信
仰
を
基
本
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
山
の
神
は
、
本
来
そ
の
地
の
祖
先
神
で
あ
る
か
ら
、

当
然
宇
佐
で
は
宇
佐
氏
の
祖
先
神
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
応
神
八
幡
神
と
さ
れ
る
の
に
は
、
こ
れ
ら
の
文
に
見
ら
れ
る
様
に
、

大
神
氏
と
の
関
係
で
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
大
神
氏
は
、
大
和
の
三
輪
氏

（大
神
氏
）
と
関
連
が
あ
る
一と
考
え
ら
れ
、
宇
佐
氏
と
の
関
係

は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
大
神
氏
の
宇
佐
の
地
へ
の
の
り
込
み
に
よ
っ
て
、
宇
佐
八
幡
宮
の
基
礎
が
完
成
し
、
大
神
氏
が
宇
佐
氏
と
共
に

祭
祀
に
関
与
し
、
さ
ら
に
辛
島
氏
も
加
わ
り
、
や
が
て
、
祭
神
が
応
神
天
皇
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宇
佐
氏
は
代
々
大
宮
司
と
な
り
、
弘
仁
年
中
に
は
大
神
氏
は
宮
司
に
位
置
し
、
辛
嶋
氏
も
祢
宜

・
祝
を
世
襲
し
て
い
範
。

八
幡
を
菱
形
の
池
の
ほ
と
り
小
椋
山
に
現
じ
た
の
は
大
神
比
義
と
伝
え
て
い
る
が
、
大
神
氏
は
、
西
郷
信
網
も
大
和
の
大
三
輪
氏
の
裔

と
考
え
、
筑
後
国
山
門
郡
と
豊
後
国
速
見
郡
に
大
神
郷
が
あ
る
こ
と
が
『
和
名
抄

』
に
よ
り
確
認
で
き
、
宇
佐
社
に
仕
え
る
大
神
氏
の
居

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
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所
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

柳
田
国
男
は

「
炭
焼
小
五
郎
が
事
」
に
、
比
義
の
こ
と
を

「
最
初
の
巫
女
」
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
『
続
日
本
紀
』

天
平
二
十

年
（七
四
八
）八
月
の
条
に
は
、
比
義
の
裔
で
あ
る
八
幡
大
神
の
祝
部
大
神
宅
女
、
大
神
杜
女
が
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
、
同
書
、
天
平
勝

宝
元
年
十

一
月
朔
の
条
に
、
祢
宜
大
神
杜
女
、
主
神
司
大
神
田
麻
呂
が

「大
神
朝
臣
」
の
姓
を
賜
っ
た
と
あ
る
。
そ
の
直
後
、
八
幡
神
は
、

託
宣
に
よ
っ
て
京
に
向
い
、
十
二
月
十
八
日
平
城
京
の
南
に
到
着
し
て
い
る
。
こ
の
上
京
は
大
神
杜
女
で
あ
る
。

こ
の
特
別
と
も
言
え
る
大
神
氏
の
活
躍
は
、
中
野
幡
能
の
よ
う
に
、
大
神
氏
が
応
神
信
仰
を
奉
じ
て
、
瀬
戸
内
を
な
ん
ら
か
の
理
由
で

下

っ
た
か
、
中
央
か
ら
宇
佐
の
地
へ
遣
わ
さ
れ
た
と
考
え
る
事
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

大
和
の
大
三
輪
氏

（大
神
氏
）
の
神
は
、
大
物
主
神
で
、
祟
神
天
皇
代
よ
り
、
朝
廷
の

「
守
神
」
で
あ
り
、
ま
た
国
譲
り
の
神
話
の

「大
国
主
」
と

一
体
で
大
和
朝
廷
と
は
深
い
関
係
が
あ
る
。

八
幡
神
に
関
し
て
、
国
家
と
の
関
係
で
見
う
け
ら
れ
る
記
事
は
、
『
扶
桑
略
記
』
の
養
老
四
年
九
月
に
大
隅

・
日
向
の
乱
の
平
定
を
宇

佐
宮
に
祈
誓
し
た
こ
と
、
前
述
の
『
続
日
本
紀
』

天
平
九
年
四
月
の
新
羅
無
礼
の
状
を
告
げ
た
こ
と
、
さ
ら
に
同
書
に
は
、
天
平
十
二

年
十
月
の
条
に
、
筑
紫
で
の
藤
原
広
嗣
の
乱
の
討
伐
を
祈
ら
せ
た
こ
と
、
翌
年
二
月
の
条
の
乱
平
定
後
の
奉
礼
の
こ
と
な
ど
が
あ
り
、
国

家
と
の
深
い
繋
り
を
見
う
け
ら
れ
る
。
『
続
日
本
紀

』
の
天
平
九
年
四
月
の
記
事
で
、
八
幡
神
は
、
「
香
椎
」
「伊
勢
」
「
住
吉
」
と
同
位
に

扱
わ
れ
て
い
る
。
香
椎
の
祭
神
は
神
功
皇
后
で
あ
り
、
伊
勢

。
住
吉
は
、
新
羅
出
兵
に
際
し
て
、
神
功
皇
后
に
託
宣
を
下
し
助
け
た
神
で
、

そ
れ
ら
と
同
列
に

「大
神
社
」
「
八
幡
社
」
が
あ
り
、
こ
の
両
神
が
国
家
守
護
の
神
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
神
社
は

「
大
三
輪
の
神
」
で
あ
り
、
三
輪
の
神
が
朝
廷
の
守
神
で
あ
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
り
、
八
幡
が
同

一
に
扱
わ
れ
て
国
家

守
護
の
神
と
し
て
確
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
奈
良
朝
の
鎮
護
国
家
の
法
と
し
て
の
仏
教
の
興
隆
策
と
の
関
係
も
あ
る
。
こ

の
点
は
次
節
に
述
べ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
宇
佐
の
地
で
応
神
八
幡
を
顕
わ
し
た
大
神
氏
は
、
大
和
の
大
神
氏

（大
三
輪
氏
）
と
繋
り
が
あ
り
、
中
央
よ
り
宇
佐
に

意
図
的
に
応
神
天
皇
祭
神
を
も
ち
下
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

奈
良
朝
期
に
、
八
幡
神
が
国
家
守
護
神
と
し
て
の
地
位
を
ゆ
る
が
ぬ
も
の
と
す
る
の
は
、
鎮
護
国
家
の
東
大
寺
と
の
結
び
つ
き
で
も
あ

り
、
「
続
日
本
紀

』
天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
は
、
八
幡
大
神
祢
宜
尼
大
神
朝
臣
杜
女
が
、
東
大
寺
に
参
拝
し
、
こ
れ
に
天

皇
、
太
上
天
皇
、
太
后
が
同
じ
く
行
幸
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
京
の
折
に
留
ま
っ
た
の
は
梨
原
宮
で
、
後
の
東
大
寺
鎮
守

手
向
山
八
幡
宮
で
あ
る
。

三
、
仏
教
興
隆
と
八
幡
神

仏
教
は
欽
明
天
皇
代
の
公
伝
以
来
、
推
古
朝
の
仏
教
興
隆
の
詔
（五
九
四
年
）、
大
化
の
仏
教
興
隆
の
詔
（六
五
四
年
）、
天
武
朝
に
お
け

る

「
家
毎
に
仏
像
を
礼
拝
せ
し
む
」
（六
八
五
年
）、
聖
武
天
皇
代
に
入
っ
て
の
鎮
護
国
家
へ
の
仏
教
興
隆
策
、
こ
と
に
、
天
平
十
二
年

（七
四

一
）
の
国
分
寺
造
立
、
同
十
五
年
（七
四
三
）大
仏
造
立
の
発
願
と
、
国
家
と
結
び
つ
き
な
が
ら
興
隆
さ
れ
て
き
た
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
国
家
や
朝
廷
と
奈
良
朝
期
に
関
係
を
深
め
て
い
た
八
幡
神
も
、
朝
廷
守
護
神
の
位
置
づ
け
か
ら
仏
教
と
の
関
係
を

深
め
た
。

『
承
和
縁
起
』
に
よ
る
と
、
神
亀
二
年
（七
二
五
）正
月
二
十
七
日
、
八
幡
宮
の
小
椋
山
へ
の
移
築
に
際
し
、
「御
寺
」
を
造
立
し
、
「弥

勒
禅
院
」
と
称
し
た
り
、
『
八
幡
宇
佐
宮
託
宜
集
』
験
巻
の
同
日
の
託
宣
に
、

神
吾

為
レ導
・一未
来
悪
世
一
以
二薬
師
弥
勒
二
佛
「
為
二我
本
尊
「
理
趣
分
金
剛
般
若
光
明
真
言
所
二念
持
一
也
者

と
あ
り
、
八
幡
神
は
、
薬
師

・
弥
勒
の
二
仏
で
あ
る
と
宣
じ
て
い
る
。

奈
良
朝
以
前
に
お
い
て
、
仏
教
と
朝
廷
と
の
関
係
の
深
ま
り
は
、
八
幡
と
仏
教
と
の
関
係
を
早
く
か
ら
深
め
て
い
た
と
見
る
考
え
方
も

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察

〈
‐９

〉
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あ
る
。

つ
ま
り
、
朝
廷
の
仏
教
重
要
視
策
は
、
八
幡
信
仰
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

用
明
天
皇
二
年
（五
八
七
）
の
豊
国
法
師
の
参
内
に
は
じ
ま
っ
て
、
巫
僧
集
団
の
出
現
、
ま
た
巫
僧
と
考
え
ら
れ
る
宇
佐
氏

一
門
の
法
蓮

の
瞥
術
に
よ
っ
て
、
「
続
日
本
紀
』
大
宝
三
年
九
月
二
十
五
日
条
の
よ
う
に
、
法
蓮
が
豊
前
国
の
野
四
十
町
を
賜
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
養
老
四
年
（七
二
〇
）大
隅

ｏ
日
向
の
隼
人
鎮
圧
へ
の
八
幡
宮
の
参
加
は
、
初
の
護
国
神
と
し
て
の
働
き
で
、
法
蓮
を
め
ぐ
る

氏
族
集
団
と
僧
侶
集
団
の
参
加
で
あ

っ
て
、
神
祇
集
団
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
形
態
は
、
八
幡
神
へ
の
大
神
氏
来
豊
前
後
の

姿
で
あ

っ
て
、
仏
教
文
化
の
よ
う
な
大
陸
文
化
と
の
関
係
が
、
宇
佐
氏
や
辛
嶋
氏
を
朝
廷
に
結
び
つ
け
た
こ
と
も
推
察
で
き
、
こ
れ
が
、

中
央
か
ら
、
大
神
氏
が
下
り
、
宇
佐
の
氏
神
的
存
在
で
あ
っ
た
八
幡
と
大
神
氏
が
結
合
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
隼
人
征
伐
は
、
「放
生
会
」
を
生
み
出
し
た
と
さ
れ
る
。
『
承
和
縁
起

』
に
よ
れ
ば
、
「隼
人
等
多
殺
報
、
毎
年
放
生
会

可
修
之
」
と
あ
り
、
仏
教
的
な
背
景
を
も
っ
た
放
生
会
が
修
さ
れ
る
こ
と
で
、
仏
教
と
の
融
合
が
進
展
し
、
応
神
八
幡
の
確
定
以
後
も
、

自
ら
薬
師

・
弥
勒
と
名
の
る
こ
と
で
、
新
し
い
時
代
の
動
き
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
は
天
平
十
五
年
（七
四
三
）十
月
大
仏
造
立
の
詔
を
出
し
、
『承
和
縁
起

』
に
は
、
同
年
八
幡
弥
勒
寺
に
二
重
塔

一
基
造
立
し

た
と
あ
る
。
天
平
十
八
年
に
は
八
幡
に
封
戸
の
施
入
、
同
十
九
年
に
大
仏
造
立
の
成
就
祈
念
の
使
者
が
朝
廷
よ
り
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
を
う
け
て
、
八
幡
は
託
宣
し
て
、

神
五
口礼
天
神
地
祇
乎

率
志

伊
佐
奈
比
天
０
奉
成
天事

立
不
有
♂

銅
湯
乎水
土

成

鞠
館
牡
反
我
身
ヲ遠

交
草
木
土

。
天

　
無
障
事
久

成
準

範
。
と
言
い
、

国
中
の
神
々
を
率
い
て
成
就
さ
せ
る
と
す
る
こ
と
は
、
応
神
八
幡
が
神
祇
を
ま
と
め
る
位
置
づ
け
が
当
時
定
着
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

天
平
二
十

一
年
の
陸
奥
よ
り
の
黄
金
の
大
仏
へ
の
献
納
も
予
言
し
、
聖
武
天
皇
は
墾
田
等
を
施
入
し
た
。
孝
謙
天
皇
代
に
入
り
、
天
平

勝
宝
元
年
十
月
に
大
仏
の
鋳
造
が
終
わ
る
と
、
こ
の
年
十
二
月
十
八
日
八
幡
神
は
京
の
梨
原
宮
に
迎
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
八
幡
神
は
、
総
国
分
寺
東
大
寺
を
通
じ
て
、
全
国
分
寺
を
常
住
守
護
す
る
鎮
護
国
家
の
神
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
、
か
っ
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て
応
神
信
仰
を
宇
佐
へ
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
大
神
氏
も
叙
位
さ
れ
、
八
幡
は
伊
勢
に
次
ぐ
国
家
第
二
の
総
廟
と
な
り
、
奈
良
朝
に

お
け
る
鎮
護
国
家
の
仏
教
と
、
八
幡
が
結
合
し
た
の
で
あ
る
。

四
、
八
幡
大
菩
薩
と
正
八
幡
宮

日
蓮
聖
人
が
御
本
尊
中
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
八
幡
は
、
「八
幡
大
菩
薩
」
と
あ
り
、
必
ず
菩
薩
号
が
付
さ
れ
て
い
る
し
、
日
隆
聖
人
に

お
い
て
は

「
正
八
幡
」
と
あ
る
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
の
御
書
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

（後
述
）
で
も

「
八
幡
大
菩
薩
」
あ
る
い
は

「正
八
幡
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
地
を
釈
尊
と
さ
れ
る
宗
祖
、
隆
尊
の
御
考
え
が
あ
る
。

八
幡
大
菩
薩
と
称
さ
れ
る
の
は
、
弘
仁
十
二
年
官
符
に
よ
れ
ば
、
天
応
元
年
（七
八

一
）
に

「
護
国
霊
験
威
力
神
通
大
菩
薩
」
の
尊
号
が

奉
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
、
『扶
桑
略
記
』
の
延
暦
二
年
Ｃ
全
）五
月
四
日
に
は

吾
無
量
切
中
化
二生
三
界
一。
修
善
方
便
導
二済
衆
生
・。
名
日
二大
自
在
王
菩
薩
一。

と
託
宣
し
た
と
あ
り
、
「大
自
在
王
」
の
四
字
も
付
加
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
八
幡
神
は
応
神
で
あ
る
と
同
時
に
菩
薩
で
も
あ
る
と
さ
れ
、
「
類
衆
三
代
格
』
延
暦
十
七
年
（七
九
八
）十
二
月
二
十

一
日
条

に
は

「
大
菩
薩
井
比
畔
神
」
と
記
さ
れ
、
奈
良
時
代
の
鎮
護
国
家
の
み
の
あ
り
方
か
ら
、
平
安
期
に
入

っ
て
、
万
民
救
済
の
菩
薩
の
意
味

を
も

つ
存
在
に
な
り
、
仏
教
と
の
一
体
化
は
さ
ら
に
進
展
し
た
。

延
暦
二
十

一
年
（八
〇
二
）、
最
澄
は
入
唐
の
選
に
あ
た
り
、
翌
年
航
海
の
安
全
を
宇
佐
八
幡
と
香
春
社
に
祈
り
、
帰
朝
後
、
弘
仁
五
年

（八

一
四
）両
社
に
『
法
華
経
』
を
講
じ
、
香
春
社
に
法
華
院
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
の
香
春
社
は
後
に
山
三
社
の
別
宮
と
な
っ
て
い
る
。

貞
観
元
年
（八
五
九
）大
安
寺
僧
行
教
が
宇
佐
に
赴
き
、
神
告
を
う
け
翌
年
、
山
城
国
に
石
清
水
八
幡
宮
を
勧
請
し
て
い
る
が
、
こ
の
宇

佐
参
宮
の
折
に
行
教
の
も
と
に
釈
迦
三
尊
が
現
わ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
売
、
八
幡
の
本
地
を
釈
迦
如
来
と
す
る
考
え
方
が
弘
ま
っ
た
よ

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察

―-43-



八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察

う
で
、
日
蓮
聖
人
も
こ
の
釈
尊
を
本
地
と
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

平
安
時
代
に
お
け
る
神
仏
習
合
の
進
展
は
、
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻

（廿
四
条
）
に
、
神
が
身
の
苦
を
脱
せ
ん
為
に
法
華
経
を
読
誦
せ

よ
と
請
う
話
や
、
『
類
衆
国
史

』
巻

一
八
〇
、
天
長
元
年
の
条
の
、
神
が
仏
法
に
帰
依
す
る
話
な
ど
の
様
に
、
神
も
人
間
と
同
様
に
修
行

に
よ
っ
て
菩
薩
界
を
得
る
と
考
え
る
様
に
な
り
、
八
幡
神
も
同
様
で
、
手
に
錫
杖
を
持

つ
「僧
形
八
幡
」
の
神
像
が
出
現
す
る
の
も
こ
の

頃
で
あ
る
。

ま
た

「
大
菩
薩
」
と
尊
称
す
る
の
は
、
菩
薩
の
五
十
二
位
の
中
、
十
地
中
第
八
地
、
不
動
地
以
上
に
入
っ
た
菩
薩
を
呼
ぶ
の
が
こ
の
頃

か
ら
の
通
例
の
様
で
あ

っ
油
畔

平
安
時
代
中
期
以
後
の
末
法
思
想
の
流
布
と
、
そ
れ
に
伴
う
浄
土
教
の
発
展
は
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
八
幡

神
の
本
地
を

「
阿
弥
陀
如
来
」
と
す
る
説
も
あ
ら
わ
れ
、
浄
土
教
を
通
し
て
、
八
幡
が
民
衆
化
し
て
い
く

一
面
を
得
た
と
も
考
）４
ら
れ
る
。

神
仏
習
合
の
な
か
で
、
八
幡
神
の

「
困
位
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
も
平
安
中
期
で
あ
る
。
『
託
宣
集

』
名
巻
二
に
あ
る
よ
う
に
、
震
旦
国

陳
大
王
の
娘
大
比
留
女
御
子
が
、
朝
日
を
う
け
て
懐
妊
し
、
子
を
生
む
、
こ
れ
が
八
幡
で
、
三
、
四
年
の
後
空
船
に
母
子
を
の
せ
て
流
し

た
が
、
こ
れ
が
大
隅
国
磯
岸
に
つ
い
た
。
こ
の
磯
が
八
幡
崎
と
称
さ
れ
る
と
伝
え
、
大
隅
の
地
が
正
八
幡
宮
と
称
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ

Ｚυ
。八

幡
神
が
菩
薩
と
し
て
の
地
位
を
固
め
る
に
し
た
が
い
、
そ
の
本
生
を
中
国
や
イ
ン
ド
に
想
定
し
、
日
本
の
地
に
垂
述
し
た
と
考
え
、

八
幡
神
の
前
生
を
中
国
の
王
陳
大
王
の
孫
、
神
功
皇
后
を
大
比
留
女
に
あ
て
、
八
幡
神
が
中
国
か
ら
渡
来
し
た
神
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、

仏
教
の

「
本
生
諄
」
を
思
わ
せ
る
と
中
野
幡
能
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
託
宣
集
』
で
は
月
支
、
唐
、
日
本
の
三
国
で
修
行
し
た
こ
と

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

大
隅
正
八
幡
宮
は
、
「
正
八
幡
」
と
称
さ
れ
、
宗
祖
御
遺
文
、
隆
尊
御
本
尊
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
正
八
幡
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
『
中
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右
記

』
に
記
さ
れ
た
寛
治
五
年
２

０
九

一
）以
後
の
よ
う
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
「
神
名
帳
」
で
は
、
「大
隅
国
桑
原
郡

一
坐
鹿
児
島
神
社
」

と
あ
る
。
祭
神
は
彦
火
火
出
見
尊
で
あ
り

「山
幸
」
と
呼
ば
れ
、
長
兄
が

「海
幸
」
で
二
人
に
ま
つ
わ
る
神
話
が
あ
り
、
兄
が
彦
火
火
出

見
に
服
従
を
誓
い
、
そ
の
子
孫
が
隼
人
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
隼
人
が
我
が
守
護
と
し
て
創
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

養
老
四
年
（七
二
〇
）隼
人
征
伐
に
関
し
て
、
そ
れ
以
後
に
八
幡
社
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
承
平
年
中
に
は
、
宇
佐
別
宮
の

一
つ
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
神
仏
習
合
の
な
か
で
、
神
宮
寺
と
し
て
、
霊
鷲
山
弥
勒
院
が
建
立
さ
れ
、
宇
佐
と
は
別
派
の
八
幡
と
し

て
、
「
正
八
幡
宮
」
と
称
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
平
安
中
期
頃
の
八
幡
困
位
説
の
流
布
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
、
大
隅
が
正
統
本
源

地
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
隅
八
幡
宮
が
そ
の
地
位
を
高
め
る
の
は
、
天
承
元
年
２

一
〓
〓
し
、
正
八
幡
宮
の
神
人
多
治
則
元
が
、
社
殿
の
丑
寅
の
方
角
で

「
八

幡
」
の
字
の
あ
る

「石
文
」
を
二
基
発
見
し
た
と
朝
廷
に
上
申
し
た
。
朝
廷
は
こ
れ
に
対
し
て
勘
文
を
奉
り
、
承
認
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
大
隅
正
八
幡
を
正
統
と
見
ら
れ
、
『
智
妙
房
御
返
事

』
に

世
間
の
人
々
は
八
幡
大
菩
薩
を
ば
阿
弥
陀
の
化
身
と
申
す
ぞ
。
そ
れ
も
中
古
の
人
々
の
御
言
な
れ
ば
さ
も
や
。
但
し
大
隅
の
正
八
幡
の

石
の
銘
に
は
、　
一
方
に
は
八
幡
と
申
す
二
字
、　
一
方
に
は
昔
霊
鷲
山
に
在
て
妙
法
幸
経
を
説
て
、
今
正
宮
の
中
に
在
て
大
菩
薩
と
示
現

す
等
云
云
。
月
氏
に
て
は
釈
尊
と
顕
は
れ
て
法
華
経
を
説
き
給
ひ
、
日
本
国
に
し
て
は
八
幡
大
菩
薩
と
示
現
し
て
正
直
の
二
字
を
願
に

立
て
給
ふ
。
教
主
釈
尊
は
住
劫
第
九
の
減
、
人
寿
百
歳
の
時
、
四
月
八
日
甲
寅
の
日
中
、
天
竺
に
生
れ
給
ひ
、
八
十
年
を
経
て
、
二
十

五
日
壬
申
の
日
御
入
滅
な
り
給
ふ
。
八
幡
大
菩
薩
は
日
本
国
第
十
六
代
應
神
天
皇
、
四
月
八
日
甲
寅
の
日
生
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
御
年
八

十
の
二
月
の
十
五
日
壬
申
に
隠
れ
さ
せ
給
ふ
。
釈
迦
佛
の
化
身
と
申
す
事
は
た
れ
の
人
か
あ
ら
そ
い
を
な
す
べ
き
。

と
述
べ
、
大
隅
の
正
八
幡
が
釈
尊
の
垂
述
で
あ
り
、
釈
尊
と
応
神
天
皇
の
生
誕
と
入
滅
の
年
の
干
支
と
月
日
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を

説
明
さ
れ
た
。

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
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こ
の
よ
う
に
八
幡
神
の

「
石
文
」
の
登
場
は
、
正
八
幡
宮
の
地
位
を
高
め
、
大
隅

・
薩
摩
に
広
大
な
社
鎮
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
鎌

倉
時
代
に
お
い
て
、
宗
祖
聖
人
が
勧
請
さ
れ
た
の
は
、
や
は
り
釈
尊
本
地
を
示
す
石
文
の
存
在
は
大
き
い
と
思
え
る
。

五
、
八
幡
の
民
衆
流
布

一
般
に
八
幡
神
は
武
神
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
源
氏
と
の
関
係
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
源
氏
と
八
幡
と
は
『
尊
卑
分
脈
』

に
よ
る
と
、
源
義
家
が
男
山
石
清
水
八
幡
宮
前
で
元
服
し
、
八
幡
太
郎
と
称
し
た
こ
と
が
そ
の
関
係
の
初
見
で
あ
る
。
そ
の
後
、
清
和
源

氏
の
台
頭
と
共
に
源
氏
の
氏
神
的
地
位
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

源
頼
義
が
永
久
元
年
■

一
一
〓
し
石
清
水
八
幡
に
大
般
若
経
を
供
養
し
、
以
後
近
江
、
東
海
、
東
山
道
か
ら
出
羽
、
陸
奥
に
伝
播
す
る

勧
請
が
行
な
わ
れ
、
頼
義
、
義
家
に
ま
つ
わ
る
古
戦
場
に
は
八
幡
社
が
散
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
れ
∝

源
頼
朝
は
、
「
吾
妻
鏡

』
の
よ
う
に
、
治
承
四
年
■

一
八
〇
）鎌
倉
鶴
岡
に
八
幡
宮
を
遷
座
さ
せ
、
建
久
二
年
貧

一
九

一
）火
災
の
後
、

石
清
水
よ
り
分
霊
を
迎
え
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
以
前
の
『
将
門
記
』
に
は
、
平
将
門
と

「
一
昌
伎
」
の
話
が
あ
り
、　
一
昌
伎
が
八
幡
大
菩
薩
を
唱
え
、
将
門
に
天
子
の
位

を
授
け
る
託
宣
を
な
し
た
と
あ
り
、
中
野
幡
能
は
、
東
国
の

一
昌
伎
ま
で
が
、
八
幡
と
天
位
の
か
か
わ
り
や
、
八
幡
が
大
軍
を
動
か
す
神

で
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
し
、
武
人
の
世
界
に
近
い
神
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
十
世
紀
初
頭
に
は
、
こ
の
信
仰

が
全
国
に
行
き
渡

っ
て
い
た
と
考
え
て
い
碗
∝

こ
の
こ
と
は
、
応
神
信
仰
が
基
調
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
全
国
的
に
弘
ま
っ
た
八
幡
神
へ
の
認
識
は
、
為
政
者
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
の
信
仰
の
対
象
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
観

元
年
（八
五
九
）
に
石
清
水
に
勧
請
さ
れ
る
と
、
平
安
京
に
お
い
て
庶
民
階
級
に
も
弘
ま
り
、
石
清
水
八
幡
大
菩
薩
へ
の
信
仰
は
大
い
に
発

展
す
る
の
で
あ
る
。
『
類
衆
三
代
格

』
の
貞
観
十
八
年
（八
七
六
）八
月
十
三
日
官
符
に
は
、
「道
俗
男
女
が
祈
祝
す
る
よ
う
に
な
り
、
霊
験
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の
な
い
集
ま
り
は
な
い
」
と
い
う
意
味
を
の
べ
、
『
扶
桑
略
記
』
天
慶
二
年
兌
元
）
の
条
に
は
、
「山
城
国
山
科
藤
尾
寺
の
尼
が
石
清
水
八

幡
大
菩
薩
の
像
を

つ
く
り
安
置
、
霊
験
が
す
こ
ぶ
る
あ
る
と
の
こ
と
で
遠
近
の
僧
尼
、
貴
賤
男
女
の
帰
依
が
す
こ
ぶ
る
多
い
」
と
い
う
意

味
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
群
衆
を
動
か
す
為
に
八
幡
大
菩
薩
の
名
を
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
様
で
『
本
朝
世
紀
』
第
七
の
天
慶
八
年
（九
四
五
）八
月

一

日

「
石
清
水
護
国
寺
三
綱
の
解
文
」
に
当
時
の
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
の
大
意
は
、
天
慶
八
年
七
月
頃
に
京
に
流
言
が
あ
り
、

東
西
の
国
々
か
ら
神
々
が
、
入
京
す
る
と
の
こ
と
で
、
名
前
は
志
多
良
神
あ
る
い
は
八
面
神
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
月
末
に
摂
津
国
島
上

郡
の
群
衆
が
、
山
崎
郷
を
経
て
、
宇
佐
八
幡
大
菩
薩
が
石
清
水
に
移
座
す
る
こ
と
を
伝
え
、
八
月

一
日
に
神
輿
工傘
繋
″
「数
千
万
」
の
人
々

が
前
後
で
歌
遊
し
な
が
ら
移
座
し
て
来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
あ
る
女
子
に

ヨ
ロ早
く
石
清
水
に
参
ら
む
」
と
託
宣
さ
せ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
信
仰
と
し
て
八
幡
神
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
柴
田
実
は
、
こ
れ
は
八
幡
神
が
、
い
わ
ば
民
衆
信
仰
と
結
び
つ
い
て
、
「御
霊
神
」
（疫
神
）
と
し
て
、

ま
た

「福
神
」
と
し
て
の
性
格
も
も
ち
え
た
と
言
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
全
国
津
々
浦
々
ま
で
広
ま
る
き

っ
か
け
が
つ
く
ら
れ
た
と
述
べ

て
い
る
。
八
幡
神
の
民
衆
流
布
の
大
き
な

一
面
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
荘
園
の
在
地
領
主
層
が
源
氏
の
鎌
倉
御
家
人
と
な
り
、
地
頭
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
様
に
な

っ

た
。
こ
の
鎌
倉
御
家
人
集
団
に
よ
っ
て
も
、
各
地
に
武
神
と
し
て
の
八
幡
大
菩
薩
が
分
祀
さ
れ
、
こ
れ
が
荘
園
内
の
荘
民
つ
ま
り
庶
民
層

へ
も
広
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

都
市
部
で
あ
る
平
安
京
に
お
い
て
も
『
本
朝
世
紀
』
に
伝
え
る
様
に
、
飢
饉
や
疫
病
に
か
か
わ
る
御
霊
信
仰
的
色
彩
を
も
ち
つ
つ
霊
験

あ
る
神

・
大
菩
薩
と
し
て
発
展
し
た
こ
と
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
と
い
う
政
治
的
に
混
乱
す
る
時
代
に
あ
っ
て
、
以
前
の
様

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
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な
国
家
守
護
の
神
で
な
い
形
態
を
も
つ
信
仰
と
し
て
、
民
衆
や

一
般
武
家
層
に
定
着
し
て
い
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
日
蓮
聖
人
と
八
幡
神

日
蓮
聖
人
の
八
幡
神
勧
請
は
、
鎌
倉
時
代
に
広
く
民
衆
の
間
に
ま
で
八
幡
信
仰
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
要
因
の

一
つ
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
宗
祖
が
御
曼
茶
羅
や
御
遺
文
中
に
記
さ
れ
る
の
は

「
八
幡
大
菩
薩
」
や

「
正
八
幡
宮
」
で
あ
り
、
両
方
の
呼
称
は
前
述
の
様
に
、

こ
の
時
代
に
流
布
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
八
幡
が
天
照
太
神
と
並
ぶ
、
国
家
第
二
の
宗
廟
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

株
橋
日
涌
先
生
は
、
学
林
講
義
の
中
で
、
天
照

・
八
幡
の
曼
茶
羅
図
顕
は

「本
国
土
日
本
」
を
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ

の
理
由
を

『
念
佛
者
追
放
宣
旨
御
教
書
』
に

右
我
朝
本
是
神
国
也
。
百
王
承
彼
苗
裔
　
四
海
仰
其
加
護
。
而
専
修
之
輩
　
水ヽ
不
別
神
明
。
不
論
権
化
実
類
。
不
恐
宗
廟
神
社
。

と
あ
る
こ
と
や
、
『
月
水
御
書

』
『
聖
愚
問
答
抄

』
な
ど
の
御
文
で

「我
が
国
は
神
国
」
で
あ
る
と
宗
祖
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
説

明
さ
れ
た
。

ま
た
、
日
本
が
神
国
で
あ
る
所
以
に
つ
い
て
、
『
善
無
畏
三
蔵
抄
』
に

天
照
太
神
正
八
幡
宮
等
は
我
国
の
本
主
也
。
述
化
の
後
神
と
顕
れ
さ
せ
給
ふ
。
此
神
に
そ
む
く
人
、
此
国
の
主
と
な
る
べ
か
ら
ず
。
さ

れ
ば
天
照
太
神
を
ば
鏡
に
う
つ
し
奉
り
て
内
侍
所
と
号
す
。
八
幡
大
菩
薩
に
勅
使
有
て
物
申
シあ
は
さ
せ
給
ヒ純
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
照

・
八
幡
が
我
国
の
本
主
と
な
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
宗
祖
が
八
幡
を
勧
請
さ
れ
る
に
際
し
て
の
今

一
つ
の
要
因
は
、
大
隅
正
八
幡
宮
の
天
承
二
年
全
三
こ
発
見
の
前
述
の
石
文

で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

『
念
仏
者
追
放
宣
旨
御
教
書

』
の
御
文
中
に
も
あ
る
様
に
浄
土
教
の
流
布
の
中
、
八
幡
の
本
地
が
阿
弥
陀
如
来
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と
す
る
説
が

一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
、
こ
の
石
文
銘
は
、
本
地
釈
尊
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
宗
祖
に
と
っ

て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
祖
の
勧
請
さ
れ
た
八
幡
は

「
正
八
幡
宮
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
も

言
え
る
が
、
宇
佐
系
に
あ
っ
て
も
行
教
の
頃

（貞
観
年
間
）
に
は
本
地
釈
尊
説
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
の
通
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
鎌
倉
時
代
の
宗
祖
の
時
代
に
あ
っ
て
、
釈
尊
本
地
を
主
張
し
た

「大
隅
正
八
幡
宮
」
系
の
信
仰
は

「宇
佐
八
幡
宮
」
系
の

「
石
清
水
」
「
鶴
岡
」
の
勢
力
の
下
で

一
体
化
さ
れ
て
、
八
幡
大
菩
薩
へ
の
信
仰
と
し
て
世
間
に
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
『
智
妙
房
御
返
事

』
（前
掲
）
の
様
に
、
月
氏
に
て
は
釈
尊
、
日
本
に
て
は
八
幡
大
菩
薩
、
つ
ま
り
応
神
天
皇
と
さ
れ
、
釈
尊

の
化
身
が
応
神
天
皇
と
さ
れ
て
、
応
神
八
幡
説
は
、
そ
の
通
り
う
け
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
幡
勧
請
の
さ
ら
な
る
要
因
と
し
て
、
国
家
守
護
神
た
る
八
幡
と
、
そ
の
当
時
に
生
き
た
人
々
の
社
会
倫
理
た
る

「
正
直
」
の
観
念
と

の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
に
お
い
て

「
正
直
」
の
観
念
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
様
で
『
東
大
寺
八
幡
験
記
』
に
も
、
「大
神
吾
れ
は
宇
佐
に
も
住
ま

ず
、
男
山
に
も
住
ま
ず
、
正
直
者
の
首
の
上
に
住
む
な
り
」
と
あ
り
、
『
八
幡
愚
童
訓
』
に
あ
っ
て
も

「大
菩
薩
正
直
頭

棲
　
」
と
あ
っ

衡
ヾ

宗
祖
の
善
神
捨
国
論
の
基
調
と
な
っ
た
も
の
は
こ
れ
で
あ
り
、
『
法
門
可
被
申
様
之
事

」
に

国
を
た
す
け
家
を
を
も
は
ん
人
々
は
、
い
そ
ぎ
禅
念
の
輩
を
経
文
の
ご
と
く
い
ま
し
め
ら
る
べ
き
か
。
経
文
の
ご
と
く
な
ら
ば
佛
神
日

本
国
に
ま
し
ま
さ
ず
。
か
れ
を
請

ま
い
ら
せ
ん
と
術
は
お
ぼ
ろ
け
な
ら
で
は
叶
ヒが
た
し
。
先
ッ世
間
の
上
下
萬
人
云

、
八
幡
大
菩
薩

は
正
直
の
頂
に
や
ど
り
給
フ、
別
の
す
み
か
な
し
等
一Ｆ
Ｏ
世
間
に
正
直
の
人
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
す
み
か
ま
し
ま
さ
ず
。
又
佛
法
の
中

に
法
華
経
計
り
こ
そ
正
直
の
御
経
に
て
は
を
は
し
ま
せ
。
法
華
経
の
行
者
な
け
れ
ば
大
菩
薩
の
御
す
み
か
を
は
せ
ざ
る
か
。
但
シ
日
本
国

に
は
日
蓮

一
人
計
リ
フ」
そ
世
間

・
出
世
正
直
の
者
に
て
は
候
へ
。

と
述
べ
て
あ
り
、
八
幡
大
菩
薩
は
、
「
正
直
」
の
頂
を
す
み
か
と
す
る
こ
と
を
記
さ
れ
て
い
る
。
世
間
に
て
は
正
直
な
人
、
仏
法
で
は
法

八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
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華
経
が
正
直
の
経
典
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
、
当
時
の
倫
理
的
観
念
と
八
幡
信
仰
の
関
係
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
宗
祖
は
さ
ら
に
、
法
華
行

者
守
護
の
八
幡
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

日
蓮
聖
人
が
八
幡
神
を
勧
請
さ
れ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る

「
八
幡
大
菩
薩
」
に
対
す
る
人
々
の
信
仰
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

八
幡
神
の
初
源
は
宇
佐
の
地
方
神
で
あ

っ
た
が
、
大
和
朝
廷
と
結
び
つ
き
護
国
神
と
な
り
、
さ
ら
に
奈
良
朝
に
お
い
て
、
鎮
護
国
家
の

仏
教
と
結
合
し
、
国
家
に
お
け
る
第
二
の
宗
廟
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
安
時
代
に
む
け
て
、
本
地
垂
述
思
想
の
展
開
の
中
で
、
大
菩
薩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
因
位
説
等
が
語
ら
れ
る
に
つ
れ

て
、
釈
尊
本
地
説
な
ど
が
発
生
し
た
。
浄
土
教
の
流
布
は
阿
弥
陀
本
地
説
が
主
流
と
な
っ
て
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
。

平
安
時
代
か
ら
の
八
幡
信
仰
は
、
貴
族
階
級
の
み
な
ら
ず
、
民
衆
の
中
に
も
展
開
し
た
。

鎌
倉
時
代
に
は
源
氏
の
氏
神
、
武
神
の
位
置
を
占
め
、
さ
ら
に
広
く
庶
民
の
間
に
流
布
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
当
時
の
国
家
や
為

政
者
、
庶
民
に
至
る
間
に
、
当
時
の
社
会
的
行
為
に
お
け
る
価
値
観
、
つ
ま
り
、
社
会
倫
理
と
結
び

つ
き
、
様
々
な
文
化
に
影
響
を
与
え

た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
な
当
時
の
八
幡
神
観
を
充
分
に
認
識
し
、
本
地
釈
尊
の
立
場
を
ふ
ま
え
、
八
幡
を
勧
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
宗
祖
は
、
御
本
尊
中
へ
の
勧
請
を
、
本
国
土
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
さ
れ
、
善
神
捨
国
論
、
法
華
行
者
守
護
の
神
へ
と
様
々
に
展
開
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
広
く
民
衆
に
定
着
し
て
来
た
八
幡
神
を
取
り
込
む
こ
と
は
宗
祖
当
時
の
御
弘
通
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
こ
れ
が

宗
祖
の
教
団
拡
張
へ
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註
（
１
）

高
木
豊

『
鎌
倉
仏
教
史
研
究

』
二
五
八
頁
に
よ
れ
ば
、
文
永
八
年
十
月
以
降
最
晩
年
の
弘
安
五
年
六
月
ま
で
に

一
二
四
幅
を
宗
祖
は
図
顕
さ
れ
た

が
こ
の
う
ち
九
七
幅
に
天
照

・
八
幡
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）

『
定
遺

』
四
二
三
頁

（
３
）

西
郷
信
綱

「
八
幡
神
の
発
生
」
（
『
八
幡
信
仰

』
雄
山
閣
）
の
論
文
中
に
諸
説
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）

中
野
幡
能

『
八
幡
信
仰

』
（塙
書
房
）
十

一
頁
～
十
五
頁

（
５
）

宮
地
直

一
『
八
幡
宮
の
研
究

』
（理
想
社
）

（
６
）

柳
田
國
男

『
妹
の
力

』
（
『
柳
田
國
男
全
集
』
十

一
巻
）
八
十
四
頁

（
７
）

『
延
喜
式

』
巻
十
神
名
下

（
『
国
史
大
系

』
二
十
六
巻
）

（
８
）

『
八
幡
宇
佐
宮
御
託
宣
集

』
国
巻
四

（現
代
思
潮
社
）

一
五
四
頁
以
下
の

「
三
所
宝
殿
以
下
事
」
（以
下

『
託
宣
集

』
）

（
９
）

岡
田
米
夫

『
神
社

』
（近
藤
出
版
社
）
二
四
七
頁

（
１０
）

前
掲
書

（
Ｈ
）

「
大
日
本
古
文
書

』
（家
わ
け
第
四
、
石
清
水
二
）
八
三
頁

（
‐２
）

「
扶
桑
略
記

』
第
二

（
「
国
史
大
系

』
十
二
巻
）
三
十

一
頁

（
‐３
）

註
（
９
）同
書
二
五
〇
頁

（
‐４
）

西
郷
信
綱
前
掲
書
十
七
頁

（
‐５
）

柳
田
國
男

『
海
南
小
記

』
（
『
柳
田
國
男
全
集

』
一
巻
）

（
‐６
）

中
野
幡
能

『
八
幡
信
仰
史
の
研
究
』
翁
口川
弘
文
館
）

八
幡
神
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め
ぐ
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『
託
宣
集

』
威
巻
七
、
三
二
三
頁
に
も
こ
の
内
容
と
同
じ
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
。

註
（
ｎ
）同
書
八
五
頁
に
、
「神
亀
二
年
正
月
廿
七
日
切
撓
菱
形
小
椋
山
、
奉
造
大
御
神
宮
、
即
奉
移
之
、
以
辛
島
波
豆
米
為
祢
宜
　
又
創
而
奉
造
御

寺
号
弥
勒
禅
院
」
と
あ
る
。

『
託
宣
集

』
験
巻
六
、
二
〇
九
頁

（前
掲
書
）

前
掲
書
二

一
二
頁

前
掲
書
威
巻
七
　
一
〓
〓
二
頁
頭
註
四

註
（
１２
）同
書

一
〇
九
頁

「太
政
官
符
」
（応
令
国
司
出
納
八
幡
大
菩
薩
宮
雑
物
事
）大
同
三
年
七
月
十
六
日
付
の
記
述
で
あ
る
。

「
大
安
寺
塔
中
寺
院
建
立
縁
起

』
（
『
大
日
本
古
文
書

』
家
わ
け
第
四
、
石
清
水
文
書
）

「修
行
の
人
を
妨
げ
た
の
で
、
猿
に
な
っ
た
話
」
の
条
に
、
記
さ
れ
て
い
る
、
猿
が
陀
我
大
神
と
い
う
神
で
、
猿
の
身
を
は
な
れ
る
為
に
法
華
経

を
読
誦
し
て
ほ
し
い
と
い
う
話

註
（
４
）同
書

一
九
〇
頁

『
託
宣
集
』

名
巻
二
、　
一
〇
四
頁

註
（
４
）同
書

一
九
五
頁

『
託
宣
集

』
名
巻
二
に
三
国
に
て
の
修
行
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

註
（
９
）同
書
二
六
〇
頁

前
掲
書
一
一六

一
頁

中
野
幡
能

『
八
幡
信
仰
の
研
究

』
翁
口川
弘
文
館
）
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『
定
遺

』
一
八
二
六
頁

宮
地
直

一
『
神
祇
史
の
研
究

』
一
三
六
頁

註
（
４
）同
書

一
六
七
頁

『
類
衆
三
代
格

』
巻

一
「神
宮
司
神
主
祢
宜
事
」
（国
史
大
系
二
十
五
巻
二
十
七
頁
）

註
（
１２
）同
書
二

一
三
頁

『
本
朝
世
紀

』
第
七
朱
雀
天
皇

（天
慶
八
年
七
月
～
八
月
）
（国
史
大
系
第
九
巻

一
〇
九
頁
）

柴
田
実

「
八
幡
神
の

一
性
格
」
（
『
日
本
庶
民
信
仰
史

』
神
道
編

一
九

一
頁
）

『
定
遺

』
三
二
五
八
頁

『
定
遺

』
二
九
二
頁

『
定
遺

』
三
六
四
頁

『
定
遺

』
四
六
七
頁

『
定
遺

』
一
八
二
六
頁
　
一則
掲
の
文

註
（
４
）同
書
二
〇
七
頁

『
定
遺

』
四
五
五
頁

八
幡
神
を
め
ぐ
る

一
考
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